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鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

規 則

○鹿児島県行政組織規則の一部を改正する規則（※） （人事課取扱い）１

訓 令

○鹿児島県行政事務改善委員会規程の一部を改正する訓令（※） （人事課取扱い）３

鹿児島県行政組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和８年３月31日

鹿児島県知事 塩田康一

鹿児島県規則第33号

鹿児島県行政組織規則の一部を改正する規則

鹿児島県行政組織規則（昭和35年鹿児島県規則第122号）の一部を次のように改正する。

第８条第１項の表総合政策部の部総合政策課の項の次に次のように加える。

国際戦略課 国際総務係 国際交流係

第８条第１項の表観光・文化スポーツ部の部国際交流課の項を削り，同表保健福祉部の部生

活衛生課の項中「水道係」を削り，同表危機管理防災局の部危機管理課の項中「危機管理課」

を「危機管理防災課」に，「計画管理係」を「防災係 災害対策係」に改め，同部災害対策課

の項を削り，同条第２項の表都市計画課の項中「生活排水対策室」を「上下水道室」に，「生

活排水係」を「生活排水係 水道係」に改める。

第10条第２項の表中「危機管理課」を「危機管理防災課」に改める。

第17条の２第３号中「及び子ども手当」を削る。

第18条の２を第18条の２の２とし，第18条の次に次の１条を加える。

（国際戦略課）

第18条の２ 国際戦略課の分掌事務は，次のとおりとする。

 国際関連施策の企画及び総合調整に関すること。

 国際交流の促進に関すること（他課の所管に属するものを除く。）。

 外国使節団及び在日外国公館等との連絡折衝に関すること。

 通訳及び翻訳に関すること。

 海外渡航に関すること。

 在日外国人に関すること（他課の所管に属するものを除く。）。

 友好国及び友好地域並びに姉妹州との交流に関すること。

 海外移住及び青年海外協力隊等に関すること。

 海外技術研修員及び県費留学生の受入れに関すること。

 国際交流プラザ，アジア・太平洋農村研修センター及び鹿児島県国際交流センターに関

すること。

第18条の12を次のように改める。

第18条の12 削除

第25条の２中第19号を第20号とし，第18号を第19号とし，第17号を第18号とし，第16号の次
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に次の１号を加える。

 民有林の間伐の推進に関すること。

第25条の３中第５号を削り，第６号を第５号とし，第７号を第６号とする。

第25条の４中第15号を第16号とし，第14号の次に次の１号を加える。

 全国植樹祭の開催に関すること。

第28条の６中第20号を削り，第21号を第20号とし，第22号を削り，第23号を第21号とし，第

24号から第29号までを２号ずつ繰り上げる。

第47条第１項に次の２号を加える。

 水道法（昭和32年法律第177号）の施行に関すること。

 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律（平成６年法律第８号）の施行に関す

ること。

第47条第２項中「生活排水対策室」を「上下水道室」に，「第16号」を「第18号」に改める。

第48条第１項第16号中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再

生等の円滑化に関する法律」に改める。

第48条の３の見出しを「（危機管理防災課）」に改め，同条中「危機管理課」を「危機管理

防災課」に改め，同条第１号，第３号及び第４号中「（災害対策課の所管に属するものを除

く。）」を削り，同条中第８号を第10号とし，第７号を第８号とし，同号の次に次の１号を加え

る。

 防災研修センターに関すること。

第48条の３第６号を同条第７号とし，同条第５号中「（災害対策課の所管に属するものを除

く。）」を削り，同号を同条第６号とし，同号の前に次の１号を加える。

 防災行政無線，消防防災無線及び水防無線に関すること。

第48条の３の２を削る。

第58条第１項地域保健福祉課の項第17号中「婦人の保護及び更生」を「困難な問題を抱える

女性への支援」に改める。

第102条第１項の表相談部の部障害判定課の項中「判定第一係 判定第二係」を「判定係」

に改め，同条に次の１項を加える。

３ 鹿児島県中央児童相談所は，児童福祉法施行規則（昭和32年厚生省令第11号）第４条第１

項の規定に基づく中央児童相談所とする。

「
第146条第１項の表鹿児島県姶良家畜保健衛生所の項中 姶良市 を

」

「
霧島市 に改める。

」

第166条第２項行政第一課の項第１号中「内閣府」の次に「（こども家庭庁を除く。）」を加

え，「及び財務省」を「，財務省及び国土交通省（国土政策局，鉄道局，物流・自動車局，海

事局及び航空局に限る。）」に改め，同項行政第二課の項第１号を次のように改める。

 内閣府（こども家庭庁に限る。），厚生労働省及び経済産業省所管に係る業務の処理に関

すること。

第177条第２項の表知事秘書監の項の次に次のように加える。

人事調整監 人事課 人事行政の調整に関する事務

第177条第２項の表特産作物対策監の項を次のように改める。

かごしま茶 農産園芸課 茶の生産振興に関する事務の総括

振興監

第177条第５項の表産業政策総括監の項の次に次のように加える。

国際戦略総 総合政策部 部長に直属し，国際関連施策に関する特命事項を処理する。

括監

「知的障害者更生相談所
「知的障害者更生相談所

第178条第２項の表相談係長の項中 北部児童相談所 を
大島児童相談所 」

大島児童相談所 」

「北部児童相談
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に改め，同表相談第一係長の項及び相談第二係長の項中「大隅児童相談所」を
大隅児童相談

所
に改める。

所」

附 則

（施行期日）

第１条 この規則は，令和８年４月１日から施行する。

（県政の企画調整の組織及び運営に関する規則の一部改正）

第２条 県政の企画調整の組織及び運営に関する規則（昭和38年鹿児島県規則第59号）の一部

を次のように改正する。

第10条第１項第16号中「危機管理防災局危機管理課長」を「危機管理防災局危機管理防災

課長」に改める。

（鹿児島県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則の一部改正）

第３条 鹿児島県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則（昭和61年鹿児島県規則第８号）の一

部を次のように改正する。

第５条第２項中「鹿児島県土木部都市計画課生活排水対策室」を「鹿児島県土木部都市計

画課上下水道室」に改める。

（鹿児島県事務処理の特例に関する条例別表観光・文化スポーツ部の表１の項の規則で定め

る事務を定める規則の一部改正）

第４条 鹿児島県事務処理の特例に関する条例別表観光・文化スポーツ部の表１の項の規則で

定める事務を定める規則（平成19年鹿児島県規則第13号）の一部を次のように改正する。

題名及び本則中「観光・文化スポーツ部」を「総合政策部」に改める。

鹿児島県訓令第６号

鹿児島県行政事務改善委員会規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和８年３月31日

鹿児島県知事 塩田康一

鹿児島県行政事務改善委員会規程の一部を改正する訓令

鹿児島県行政事務改善委員会規程（昭和39年鹿児島県訓令第４号）の一部を次のように改正

する。

第３条第４項及び第８条第２項中「危機管理課」を「危機管理防災課」に改める。

附 則

この訓令は，令和８年４月１日から施行する。

訓 令


